
＜様式４－１＞（新規事業分） 

事 業 別 評 価 調 書 （チェックリスト） 

整理番号 ３ 事業名 福島市パークゴルフ場整備事業 補助・単独 地区名（事業箇所名） 福島市山田字細谷 外 担当部課名  教育委員会     保健体育課 

 

評価を受ける理由 

 

 

 第 3条第 2項 新規事業 

 

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

の

状
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〔事業に関する社会経済情勢等〕（特記すべき事項） 

 

（１）事業に関連する項目 

・県レベル以上の大会は、４コース・３６ホール以上ないと開催不可能である。 

・「公認パークゴルフ場」とは、日本パークゴルフ協会の公認コースである。 

 

 

（２）地元住民・受益対象者の意向 

  パークゴルフの競技人口が増加している中、平成１９年４月に福島市パークゴルフ協会が設立され、 

 練習・各種大会を開催し、活発に活動をしているが、福島市内には、「公認パークゴルフ場」が未整備で

あり、県営あづま総合運動公園にある多目的広場を利用するか、相馬市や南相馬市等の市外にある公認パ

ークゴルフ場へ出向き、練習・大会に参加している。 

  受益対象者である福島市パークゴルフ協会をはじめとするパークゴルフ愛好者は、福島市へ「公認パー

クゴルフ場」の整備を要望している。 

 

 

（３）関係機関・団体の意向 

福島市は、平成２２年２月２５日付、福島市パークゴルフ協会、福島市自治振興協議会連合会、福島市

町内会連合会、福島市老人クラブ連合会、福島市レクリエーション協会５団体の連名による「パークゴル

フ場の建設に関する要望書」を受理した。 

 

 

 

 

〔事業に関連する評価指標等〕 

（１）主要な評価指標 

・各種公認大会等の開催回数（年間） 

 

市の大会・・・３大会 、 県北大会・・・７大会 、 県 大 会・・・４大会 

 

（２）その他特記すべき事項 

 

 

 

 

 

 

根拠となる項目 

(○をつける) 

 

         

  

 

 要綱 第３条第１項（１）事業採択から５年経過した時点で未着工の事業 

 第３条第１項（２）事業採択から１０年を経過した時点で継続中の事業 

 第３条第１項（３）評価実施から５年経過した時点で継続中の事業 

 第３条第１項（４）計画変更を行おうとする事業（軽微なものは除く） 

 第３条第１項（５）その他社会経済情勢の変化に伴い評価実施の必要が生じた事業 

○ 第３条第２項 事業に係る予算を新たに措置し、又は事業に着手しようとする事業 

 第３条第３項 本要綱と異なる対象事業案件が通知された国庫補助事業等 

事業根拠法・要綱等の名称  

事 
 
 
 
 
 
 
 

業

の

概

要 

〔事業目的及び全体計画〕 

 (１)事業目的 

   現在、福島市には、公認パークゴルフ場は未整備であり、パークゴルフ愛好者は、あづま総合運動公園

の多目的広場を利用するか、市外へ遠征し、パークゴルフを楽しんでいる。 

復興シンボル事業として、福島市に公認大会が開催可能となる４コース・３６ホールのパークゴルフ

場を整備し、市民ニーズに対応したスポーツ・レクリエーション活動の普及・促進を図ることに加え、

市民の相互交流や連携促進による健康で生きがいのあるスポーツのまちづくりを進め、地域の活性

化を図り、本市の復興を内外に発信する。 

 

（２）全体計画 

〈 事業計画 〉 

①事業期間 平成 24年度～平成 27年度 

 平成２４年度・・・パークゴルフ場及び周辺道路拡幅の設計作業、用地買収 

平成２５年度・・・工事施工（敷地内土木） 

平成２６年度・・・工事施工（敷地内土木、建築・設備） 

平成２７年度・・・パークゴルフ場供用開始 

②事業概要  

●４コース・３６ホール【19,899 ㎡】          ●駐車場（２００台）【4,867 ㎡】 

  ●クラブハウス（事務室、休憩室、更衣室、倉庫）       ●練習場 【1,463 ㎡】 

 ●管理用通路    【6,387 ㎡】                  ●休憩所 

③総事業費 811.9 百万円  

（３）関連事業の状況   なし 

事業採択予定年度 平成 24年度 完成目標年度 平成 27年度 

全 

体 

事 

業

費 

計画事業費 

（うち用地費） 

 

財源別内訳又は負担割合 主要事業種目別積算内訳 

811.9 百万円 

 

（76 百万円） 

 

 

国 

県 

市 811.9 百万円 

 

その他（       ） 

 

・設計業務委託費   29.4百万円 

・工事費            692百万円 

・土地購入費        76百万円 

・補償金         10.6百万円 

・その他          3.9百万円 



＜様式４－２＞（新規事業分） 

事 業 別 評 価 調 書（チェックリスト）  

費

用
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果

分

析

等 

【費用対効果分析等】 

（１）手法 

    

       

（２）費用対効果の内容 

  

 

【費用で特記すべき事項】 

 

 

【需要効果で特記すべき事項】 

・パークゴルフは、子どもの体力向上や中高年の健康維持・増進など、さまざまな  

分野で活用されるニュースポーツの一つであり、全国的に愛好者が増えている。 

施設整備により、小・中学校の授業での利用や学習センター事業での利用等が見  

込まれることから、愛好者だけでなく、幅広い年代の利用が期待され、福島市総  

合計画の施策である生涯スポーツの推進を図ることができる。  

 ・施設整備により、パークゴルフ愛好者が多い中高年層の利用者増加が見込まれる  

ことから、さらなる健康維持・増進が図られる。  

・市内各観光協会と連携し、遠方からのパークゴルフ場利用者向けの宿泊料金を設

定するなど、スポーツを核とした滞在型観光による交流人口の拡大を図ることが

できる。  

・福島県パークゴルフ協会連合会、県北パークゴルフ協会、福島市パークゴルフ協会の各種  

大会の利用が見込まれる。  

  ※福島県内では、県連加盟団体は１８団体となっている。  

   （１８団体の内訳）  

中通地方   ７団体  福島市、郡山市、白河市、須賀川市、伊達市、  

二本松市、西郷村  

浜通地方  １０団体  相馬市、南相馬市（旧鹿島町、旧原町）、楢葉町、  

富岡町、広野町、浪江町、新地町、いわき市、大熊町  

会津地方   １団体  喜多方市  

国
・
県
・
市
・
民
間
と
の
役
割
分
担 

【市が事業実施主体となるべき理由・必要性】 

 

パークゴルフ場整備事業は、市民へ「活力」と「元気」を与える「元気プロジェクト」として本市の 

復興シンボル事業の一つであるため、市が実施主体となり事業を実施するものである。 

 

 

【その他特記すべき事項】               

 現在、他市町村のパークゴルフ場は、条例により利用者から施設使用料を徴収している。 

福島市においても、他施設同様に、条例制定による受益者負担を原則とした施設使用料の設定 

 をするものである。 

 

市

民

の

参

画 

【「ふくしま型『市民協働』の事業とするための推進要綱」に基づく対応】 

 

福島市パークゴルフ協会・県北パークゴルフ協会よりコース設計に関する助言を受け、日本パークゴルフ協会

公認コースとして設計に反映していくものである。 

 

総

合

評

価 

【総合評価と対応方針案】 

（１）総合評価 

 ※上記の各視点毎の評価結果を踏まえ、必要性、重要性、緊急性、有効性、その他実現性等の観点

に留意しながら、総合的に記述する。 

 

復興シンボル事業として、福島市に公認大会が開催可能となる４コース・３６ホールのパ

ークゴルフ場を整備する本事業は、市民ニーズに対応したスポーツ・レクリエーション活動

の普及・促進を図ることに加え、市民の相互交流や連携促進による健康で生きがいのある

スポーツのまちづくりを進めることで地域の活性化につながることから、「スポーツ

振興」や「希望ある復興」を着実に進める本市の元気な姿を内外に発信する事業として重要

性が非常に高い。 

 

 

コ

ス
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【コスト縮減に向けた検討状況】 

 

施設内の建築物、電気設備、上下水道設備、機械設備、その他施設内付帯構造物の設

置にあたっては、耐久性・ランニングコストを考慮した設計とすることで、施設の維持

管理費の低減化を図る。  

 

  

 

【その他特記すべき事項】 

 

 

（２）対応方針案及び今後の事業の進め方 

 

 

 

対応方針案 新規着手  

 

今後の事業 

 

の進め方 

  

平成２４年度・・・パークゴルフ場及び周辺道路拡幅の設計作業、用地買収 

平成２５年度・・・工事施工（敷地内土木） 

平成２６年度・・・工事施工（敷地内土木、建築・設備） 

平成２７年度・・・パークゴルフ場供用開始 

 

 

 

 


